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義務化されたアルコールチェックに関する弊社からのご提案！

運転前後のアルコール検知器による飲酒検査は、事業所内だけではなく運転者が直
行直帰する事業所の外での場合も含まれます。

そこで、義務化に対応するため、勤務体系に合わせたアルコールチェックが可能で記
録管理が容易な次の商品をお勧めいたします。

事業用車両をお持ちの皆様への重要なお知らせです。

警察庁は、昨年１１月１０日に「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和
３年内閣府令第６８号）」を公布し、今年４月から対象規定が施行され、今年１０月からは
乗用車なら５台以上、定員１１名以上の車両なら１台以上を使用している事業所（安全運
転管理者選任事業所）にあっては、安全運転管理者を選任して警察に届出し、安全運転
管理者は運転前後のアルコールチェックを行い、その結果を記録・管理することが義務
化されました！



                     

           

      

         

                     

               

                 

                

                     

        
         

        

 社 旭川市流通団地2条4丁目8条  話(0166)48-3515   FAX(0166)47-2712
札幌支店 札幌市白石区米里3条2丁目9 4号  話(011)879-6255   FAX(011)879-6385
帯広営業所 帯広市東4条南13丁目2 地2         話(0155)28-5215   FAX(0155)28-5216
釧路営業所 釧路市幸町7丁目2 6号101  話(0154)65-5461   FAX(0154)65-5462
函館営業所 函館市石川町72 地2  話(0138)83-5385 FAX(0138)83-5386
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弊社ＨＰアクセ  案内は、こ ら・・ 
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